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１�　

創
設
の
背
景
・
経
緯

　

我
が
国
の
出
生
数
は
、
２
０
２
２
年

に
77
万
７
５
９
人
、
２
０
２
３
年
に
72

万
７
、２
８
８
人
と
、
統
計
を
開
始
し

た
１
８
９
９
年
以
来
、
最
低
を
更
新
し

続
け
て
お
り
、
こ
れ
は
急
速
な
人
口
減

少
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
急
速
な
少
子
化
・
人
口
減

少
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
、
令
和
５

年
12
月
22
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た「
こ

ど
も
未
来
戦
略
～
次
元
の
異
な
る
少
子

化
対
策
の
実
現
に
向
け
て
～
」
に
お
い

て
、

⑴�　

若
い
世
代
が
結
婚
・
子
育
て
の
将

来
展
望
を
描
け
な
い

⑵�　

子
育
て
し
づ
ら
い
社
会
環
境
や
子

育
て
と
両
立
し
に
く
い
職
場
環
境
が

あ
る

⑶�　

子
育
て
の
経
済
的
・
精
神
的
負
担

感
や
子
育
て
世
帯
の
不
公
平
感
が
存

在
す
る

と
い
う
、
こ
ど
も
・
子
育
て
に
関
す
る

課
題
に
対
す
る
政
府
の
対
応
方
針
が
定

め
ら
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
令
和
６
年
通
常
国

会
に
お
い
て
成
立
し
た「
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

（
令
和
６
年
法
律
第
47
号
）に
よ
り「
雇

用
保
険
法
」（
昭
和
49
年
法
律
第
１
１
６

号
）
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
令
和
７
年

４
月
１
日
か
ら
、
雇
用
保
険
制
度
と
し

て
新
た
に
出
生
後
休
業
支
援
給
付
及
び

育
児
時
短
就
業
給
付
が
創
設
さ
れ
た
。

２�　

出
生
後
休
業
支
援
給
付

⑴　

概
要

　
「
共
働
き
・
共
育
て
」を
推
進
す
る
た

め
、
原
則
、
両
親
が
と
も
に
子
の
出
生

直
後
に
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場
合
に
、

育
児
休
業
給
付
に
上
乗
せ
し
て
、
出
生

後
休
業
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
。

　

育
児
休
業
給
付
と
あ
わ
せ
る
と
給
付

率
は
80
％
と
な
り
、
育
児
休
業
中
は
、

●�

申
出
に
よ
り
健
康
保
険
料
及
び
厚
生

年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
こ
と

●�

事
業
主
か
ら
賃
金
が
支
給
さ
れ
な
け

れ
ば
雇
用
保
険
料
の
負
担
が
な
い
こ

と
●��

育
児
休
業
等
給
付
は
非
課
税
と
な
る

こ
と

か
ら
、
手
取
り
で
10
割
相
当
が
給
付
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

【
図
１
参
照
】

⑵　

支
給
要
件

●�
原
則
、
被
保
険
者
が
育
児
休
業
を
開

始
し
た
日
前
２
年
間
に
み
な
し
被
保

険
者
期
間
が
12
か
月
以
上
あ
る
こ

と
。

●�

子
の
出
生
直
後
の
一
定
期
間
以
内

厚
生
労
働
省
ト
ピ
ッ
ク
ス
①�

（
職
業
安
定
局
）

出
生
後
休
業
支
援
給
付
及
び

育
児
時
短
就
業
給
付
の
創
設

令
和
７
年
４
月
１
日
施
行

（
以
下「
対
象
期
間
」と
い
う
。）（
※
１
）

に
育
児
休
業
を
14
日
以
上
取
得
す
る

こ
と
。

●� �

被
保
険
者
の
配
偶
者
が
育
児
休
業
を

14
日
以
上
取
得
す
る
こ
と
。

　

�　

た
だ
し
、
配
偶
者
が
い
な
い
場
合

な
ど
、
一
定
の
場
合
に
は
、
配
偶
者

の
育
児
休
業
取
得
は
要
し
な
い
。

（
※
１�

）
男
性
は
子
の
出
生
後
８
週
間
以
内
、

女
性
は
産
後
休
業
後
８
週
間
以
内
。

⑶�　

配
偶
者
の
育
児
休
業
の
取
得
が
不

要
と
な
る
場
合

●�

配
偶
者
が
い
な
い
場
合（
配
偶
者
が

勤
務
先
に
お
い
て
３
か
月
以
上
無
断

欠
勤
が
続
い
て
い
る
、
災
害
に
よ
り

行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
配

偶
者
が
行
方
不
明
の
場
合
も
含
む
。）

●�

配
偶
者
が
被
保
険
者
の
子
と
法
律
上

の
親
子
関
係
が
な
い
場
合

●�

被
保
険
者
が
配
偶
者
か
ら
暴
力
を
受

け
別
居
中
で
あ
る
場
合

●�

配
偶
者
が
無
業
者
の
場
合

●�

配
偶
者
が
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
で
な

い
場
合（
自
営
業
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
な
ど
）

●�

配
偶
者
が
産
後
休
業
中
で
あ
る
場
合

●�

そ
の
他
配
偶
者
が
育
児
休
業
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
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育
児
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
４
か
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

月
の
末
日
ま
で

３�　

育
児
時
短
就
業
給
付

⑴　

概
要

　
「
共
働
き
・
共
育
て
」
の
推
進
や
、

子
の
出
生
・
育
児
休
業
後
の
労
働
者
の

育
児
と
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
両
立
支
援
の

観
点
か
ら
、
柔
軟
な
働
き
方
と
し
て
、

時
短
勤
務
制
度
を
選
択
し
や
す
く
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
２
歳
未
満
の
子

を
養
育
す
る
た
め
に
所
定
労
働
時
間
を

短
縮
す
る
こ
と
に
よ
る
就
業（
以
下「
育

児
時
短
就
業
」と
い
う
。）を
し
た
場
合

に
、
育
児
時
短
就
業
給
付
金
を
支
給
す

る
。

⑵　

支
給
要
件

　

原
則
、
育
児
時
短
就
業
を
開
始
し
た

日
前
２
年
間
に
み
な
し
被
保
険
者
期
間

が
12
か
月
以
上
あ
る
こ
と
、
又
は
、
育

児
休
業
給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
た
育

児
休
業
終
了
後
引
き
続
き
育
児
時
短
就

業
を
し
た
こ
と
。

⑶　

支
給
額

　

育
児
時
短
勤
務
を
開
始
し
た
月
か
ら

⑷　

支
給
額

　

育
児
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
、
対

象
期
間
内
に
育
児
休
業
を
し
た
日
数
を

乗
じ
て
得
た
額
の
13
％
に
相
当
す
る
額
。

　

給
付
日
数
は
、28
日
が
上
限
と
な
る
。

⑸　

支
給
申
請
手
続

　

原
則
、
育
児
休
業
給
付
の
申
請
手
続

と
併
せ
て
、
支
給
申
請
書
等
を
事
業
主

を
経
由
し
て
、
そ
の
事
業
所
を
管
轄
す

る
公
共
職
業
安
定
所
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
申
請
期
間
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

ア�　

被
保
険
者
が
父
親
又
は
子
が
養
子

の
場
合

　

子
の
出
生
日（
出
産
予
定
日
前
に
子

が
出
生
し
た
場
合
は
出
産
予
定
日
）
か

ら
起
算
し
て
８
週
間
を
経
過
す
る
日

（
又
は
①
出
生
時
育
児
休
業
の
取
得
日

数
が
28
日
に
達
し
た
場
合
は
達
し
た

日
、
②
２
回
目
の
出
生
時
育
児
休
業
を

し
た
場
合
は
２
回
目
の
出
生
時
育
児
休

業
を
終
了
し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
２
か

月
を
経
過
す
る
日
が
属
す
る
月
の
末
日

ま
で

イ�　

被
保
険
者
が
母
親
で
子
が
養
子
で

は
な
い
場
合

出生後休業支援給付のイメージ

給付率５０％
（育児休業給付金）

出産 育児休業開始
１歳

180 日
１歳２か月

母

父

給付率６７％
（育児休業給付金）

給付率５０％
（育児休業給付金）

育児休業開始

給付率６７％
（育児休業給付金）

152日（180日－28日）

給付率
 ６７％

（出生時育児
  休業給付金）

１３％

１３％

28日

28日

あわせて給付率８０％
（手取り10割相当）

出生後休業
支援給付金

８週間

  給付率2/3
（健康保険等に
　よる出産手当金）

■図１　出生後休業支援給付
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わ
れ
た
賃
金
額
を
加
え
た
額
が
支
給
限

度
額
を
超
え
る
場
合
は
、
支
給
限
度
額

か
ら
当
該
賃
金
額
を
減
じ
た
額
を
支
給

す
る
。

　

ま
た
、
そ
の
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金

額
が
支
給
限
度
額
を
超
え
る
場
合
又
は

支
給
額
が
賃
金
日
額
の
下
限
額
80
％
を

超
え
な
い
場
合
は
、
支
給
し
な
い
。

【
図
２
参
照
】

⑷　

支
給
申
請
手
続

　

原
則
、
支
給
申
請
書
等
を
事
業
主
を

経
由
し
て
、
そ
の
事
業
所
を
管
轄
す
る

公
共
職
業
安
定
所
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
申
請
期
間
は
、
初
回
の
支
給

申
請
は
、
育
児
時
短
就
業
を
開
始
し
た

日
が
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
４
か
月
以

内
、
２
回
目
以
降
は
、
次
の
支
給
対
象

月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
４
か
月
を
超

え
な
い
範
囲
で
、
公
共
職
業
安
定
所
長

が
定
め
る
。

４�　

財
源

　

医
療
保
険
料
を
負
担
す
る
全
世
帯
及

び
全
経
済
主
体
が
拠
出
す
る「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
金
」
が
財
源
と
し
て

充
て
ら
れ
る
。

終
了
し
た
月
ま
で
の
各
月
に
つ
い
て
、

各
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
に
、
次
の

区
分
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
た
額
。

ア�　

賃
金
額
が
育
児
時
短
就
業
開
始
時

賃
金
月
額
の
90
％
未
満
の
場
合

　

10
％

イ�　

賃
金
額
が
育
児
時
短
就
業
開
始
時

賃
金
月
額
の
90
％
を
超
え
る
場
合

　

育
児
時
短
就
業
開
始
時
賃
金
月
額
に

対
す
る
賃
金
額
の
割
合
に
応
じ
て
10
％

か
ら
一
定
の
割
合
で
逓
減
す
る
割
合

　

た
だ
し
、
そ
の
額
に
そ
の
月
に
支
払

100％

100％

賃金

90％
x

y 給付率を調整

賃
金
＋
支
給
額（
％
）

時短就業開始時の賃金に対する各月の賃金の率（％）

育児時短就業給付のイメージ

給付（賃金×10％）

■図２　育児時短就業給付

最　近　の　労　働　情　勢

項　　　　　　目 令和７年２月 令和７年３月 令和７年４月 備　　　　　　考

就 業 者 数
実　　数（万人） 6,768 6,770 6,796 

実数は原数値
総務省統計局

「労働力調査」

前年同月比（％） 0.6 0.7 0.7

完全失業者数
実　　数（万人） 165 180 188
前年同月比（％） ▲ 6.8 ▲ 2.7 ▲ 2.6

完 全 失 業 率
	 （％） 2.4 2.6 2.7
季節調整値（％） 2.4 2.5 2.5

新 規

求　　　人（％） ▲ 5.9 ▲ 3.0 2.2
前年同月比

厚生労働省

「職業安定

　　業務統計」

求　　　職（％） ▲ 7.9 ▲ 1.2 ▲ 1.1
求 人 倍 率（倍） 2.30 2.32 2.24 季節調整値

有 効

求　　　人（％） ▲ 3.4 ▲ 2.7 ▲ 1.6
前年同月比

求　　　職（％） ▲ 2.5 ▲ 2.1 ▲ 1.8
求 人 倍 率（倍） 1.24 1.26 1.26 季節調整値

就 職 件 数
実　　数（千件） 95 126 105 

実数は原数値
前年同月比（％） ▲ 12.0 ▲ 5.4 ▲ 5.8

企 業 倒 産
実　　　数（件） 764 853 828 負債総額

1千万円以上

東京商工

リサーチ調べ前年同月比（％） 7.3 ▲ 5.8 5.7


